
令和元年 11月号 12広報

　個人の市・道民税は 1月から 12 月までの 1年間
の所得に対して、翌年度に課税されます。
　令和 2年度（平成 31年 1月から令和元年 12月分
の所得に対する課税）以降に適用される
主な改正点をお知らせします。詳しくは、
市ホームページでご確認ください。
問合先　市税務課市民税グループ

令和 2年度から

ふるさと納税制度の見直し
　ふるさと納税制度の対象とな
る寄附金が、次の基準を満たす
として総務大臣の指定を受けた
地方団体に対するものに限定さ
れます。
●返礼品の返礼割合が 3割以下
であること
●返礼品が地場産品であること
　この見直しは、令和元年 6月 1日以降の寄附に適
用されます。

住宅ローン控除の拡充
　令和元年 10月 1日から令和
2 年 12 月 31 日までに居住し
た場合に限り、消費税率 10％
が適用される住宅取得などにつ
いて、所得税の住宅ローン控除
の適用期間が、10年間から 13
年間に延長されます。
　これに伴い、入居 11～ 13 年目においても、所得税
から控除しきれない額について、改正前の制度と同じ
控除限度額の範囲で市・道民税から控除されます。

令和 3年度から

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え
　働き方の多様化を踏まえ、さまざまな形で働く人を応援する観点から、給与所得控除および公的年金等控除の
一部が、どのような所得にでも適用される基礎控除に振り替えられます。

給与

フリーランス、請負、
起業などによる収入

公的年金など
▲ 10万円

公的年金等控除

▲ 10万円

給与所得控除

必要経費
+10万円

基礎控除等 （×税率）
税額

給与所得控除・公的年金等控除
から基礎控除へ振り替え

【給与所得控除の見直し】
●給与所得控除額が 10万円引き下げられます
●給与所得控除の上限が適用される給与収入が 1,000 万円から 850 万円
に引き下げられます
●給与所得控除額の上限額が 220 万円から 195 万円に引き下げられます

【公的年金等控除の見直し】
●公的年金等控除額が 10万円引き下げられます
●公的年金等収入が 1,000 万円を超える場合の控除
額に、195 万 5,000 円の上限額が設けられます

【基礎控除の見直し】
●基礎控除額が 10万円引き上げられます
●納税者本人の合計所得金額が 2,400 万円を
超えると控除額が減少します
●納税者本人の合計所得金額が 2,500 万円を
超えると基礎控除が適用されません
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